
ランダム係数にかかる変更のイメージ図

最低制限価格算出基礎額
＝最低制限価格の最小値

最低制限価格の最小値
最低制限価格算出基礎額×0.9975

▶▶

▶▶

◀◀ 当初採用された最低制限価格当初採用された最低制限価格 ▶▶

◀◀

D社「49,825,000円」
(0.9965)

最低制限価格の最大値
最低制限価格算出基礎額×1.0025

▶▶

最低制限価格算出基礎額

予定価格算出基礎額
（上限値）

予定価格となる範囲

予定価格となる範囲

◀◀
予定価格の最小値
予定価格算出基礎額×0.9975

予定価格の最小値
予定価格算出基礎額×0.9950

▶▶

◀◀

◀◀
最低制限価格の最大値
最低制限価格算出基礎額×1.0025

現行 変更後

予定価格算出基礎額
（上限値）

▶▶

有効な入札価格の範囲

有効な入札価格の範囲
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入札書を提出した者の全てが最低制限価格を下回った場合にランダム係数を再設定するイメージ図

ランダム係数最小値（1.0000）

最低制限価格のランダム係数
　　1.0025～1.0000

◀◀

D社「99,650,000円」
(0.9965)

D社「99,650,000円」
(0.9965)

再設定したランダム係数(1.0000)
最低制限価格⇒「100,000,000円」

C社「99,950,000円」
(0.9995)

C社「99,950,000円」
(0.9995)

A社「100,090,000円」
(1.0009)

A社「100,090,000円」
(1.0009)

B社「100,060,000円」(1.0006)
★B社「100,060,000円」
(1.0006)

最低制限価格算出基礎額
「100,000,000円」

▶▶

入札書を提出した者の全てが
最低制限価格を下回った場合

ランダム係数を1として再設定する
ことにより落札候補者が決定

予定価格算出基礎額 ▶▶

ランダム係数最大値（1.0025）
最低制限価格⇒「100,250,000円」

▶▶

当初採用されたランダム係数(1.0012)
最低制限価格⇒「100,120,000円」

▶▶

予定価格のランダム係数
         1～0.9975

予定価格 ▶▶

失

格

有効な入札価格の範囲 有効な入札価格の範囲

失

格

Ｂ社が落札候補者に決定


